
      

小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱 

                           
平 成 １ ４ 年 ３ 月 ２ ９ 日           
１ ３ 主 税 税 第 ５ ０ ９ 号             
知    事   決   定 

改正 平成１４年１２月２４日１４主税税第４０９号 
平成１６年１３月１１日１５主税税第５６２号 
平成１７年１３月１８日１６主税税第４７５号 
平成１８年１３月１７日１７主税税第４３１号 
平成１９年１３月２０日１８主税税第３９１号 
平成２０年１３月２６日１９主税税第３７８号 
平成２１年１３月１９日２０主税税第４１７号 
平成２２年１３月２４日２１主税税第３９８号 
平成２３年１３月２３日２２主税税第４４２号 

 
（目 的） 
第１ 東京都は、非住宅用地（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４９条の３の２に規

定する住宅用地以外の宅地をいう。）の過重な負担を緩和し、極めて厳しい経済状況下に

おける中小企業への支援を行うため、東京都都税条例（昭和２５年東京都条例第５６号）第

１３４条第１項第４号及び第１８８条の３０の規定に基づき、この要綱に定める要件に該当す

る非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免を行う。 

 
（対 象） 
第２ 固定資産税及び都市計画税の減免は、平成２３年１月１日において、次に掲げる要件

に該当する非住宅用地（以下「小規模非住宅用地」という。）について行う。 

 （１）一画地（固定資産評価基準（昭和３８年自治省告示第１５８号）別表第３に定める一

画地をいう。）における非住宅用地の面積が４００㎡以下であるもののうち、２００㎡ま

での部分（（２）に該当するものを除く。） 
 （２）区分所有家屋の敷地の用に供されている土地（地方税法第３５２条の２及び第７０２

条の８の規定の適用を受ける土地に限る。以下「共用土地」という。）にあっては、

ア又はイのそれぞれの区分に応じて求めた面積が４００㎡以下であるもののうち、 
２００㎡までの部分 
ア 当該共用土地が非住宅用地である部分のみからなる土地である場合 

当該共用土地の面積を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土

地に係る持分の割合によって按分した面積 
イ 当該共用土地が住宅用地である部分及び非住宅用地である部分を併せ有する土

地である場合 
当該共用土地に係る非住宅用地の面積を（ア）の（イ）に対する割合によって

按分した面積 



      

（ア）非住宅用地に対応する税額を負担する各共用土地納税義務者の当該共用土地

に係る非住宅用地に対応する持分の割合 
（イ）非住宅用地に対応する税額を負担する各共用土地納税義務者の当該共用土地

に係る非住宅用地に対応する持分の割合を合算したもの 
 （３）（１）の土地の納税義務者又は（２）の共用土地納税義務者（それぞれ共有の場合

には、共有者のいずれか一人）がア又はイに該当するものであること。 
ア 個人 
イ 法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下のもの又は資本若し

くは出資を有しないもの（保険業法（平成７年法律第１０５号）に規定する相互会

社を除く。） 

 
（減免割合） 
第３  小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免割合は、次の区分に応

じ、それぞれ次に掲げる額の２割とする。 
（１）第２（１）に該当する小規模非住宅用地 
   当該小規模非住宅用地に対応する固定資産税及び都市計画税の額 
（２）第２（２）アに該当する小規模非住宅用地 
   各共用土地納税義務者の当該小規模非住宅用地に対応する固定資産税及び都市計画

税の額 
（３）第２（２）イに該当する小規模非住宅用地 
   非住宅用地に対応する税額を負担する各共用土地納税義務者の当該小規模非住宅用

地に対応する固定資産税及び都市計画税の額 

 
（減免の期間） 
第４ 小規模非住宅用地に対する減免は、平成２３年度分の固定資産税及び都市計画税につ

いて行う。 

 
（減免申請の手続） 
第５ 小規模非住宅用地の所有者は、減免の申請を行う場合においては、知事が必要と認

める書類を知事に提出しなければならない。 

 
（減免事務の運営） 
第６ 減免事務の運営については、この要綱に定めるところによるほか、別に定めるとこ

ろによるものとする。 

 
（実施時期） 
第７ この要綱は、平成１４年４月１日から実施する。 
 
 
   附 則（平成１４年１２月２４日１４主税税第４０９号） 



      

（実施時期） 
第１ この要綱は、平成１５年４月１日から実施する。 
（経過措置） 
第２ この要綱による改正前の要綱は、平成１４年度分の固定資産税及び都市計画税につい

ては、なおその効力を有する。 

 
   附 則（平成１６年３月１１日１５主税税第５６２号） 

（実施時期） 
第１ この要綱は、平成１６年４月１日から実施する。 
（経過措置） 
第２ この要綱による改正前の要綱は、平成１５年度分の固定資産税及び都市計画税につい

ては、なおその効力を有する。 

 
 附 則（平成１７年３月１８日１６主税税第４７５号） 

（実施時期） 
第１ この要綱は、平成１７年４月１日から実施する。 
（経過措置） 
第２ この要綱による改正前の要綱は、平成１６年度分の固定資産税及び都市計画税につい

ては、なおその効力を有する。 
 

 附 則（平成１８年３月１７日１７主税税第４３１号） 

（実施時期） 
第１ この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。ただし、第２（３）イの改正規定は、

会社法（平成１７年法律第８６号）の施行の日から実施する。 
（経過措置） 
第２ この要綱による改正前の要綱は、平成１７年度分の固定資産税及び都市計画税につい

ては、なおその効力を有する。 

 
   附 則（平成１９年３月２０日１８主税税第３９１号） 
（実施時期） 
第１ この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 
（経過措置） 
第２ この要綱による改正前の要綱は、平成１８年度分の固定資産税及び都市計画税につい

ては、なおその効力を有する。 

 
   附 則（平成２０年３月２６日１９主税税第３７８号） 
（実施時期） 
第１ この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 
（経過措置） 
第２ この要綱による改正前の要綱は、平成１９年度分の固定資産税及び都市計画税につい



      

ては、なおその効力を有する。 
 
   附 則（平成２１年３月１９日２０主税税第４１７号） 
（実施時期） 
第１ この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 
（経過措置） 
第２ この要綱による改正前の要綱は、平成２０年度分の固定資産税及び都市計画税につい

ては、なおその効力を有する。 

 
   附 則（平成２２年３月２４日２１主税税第３９８号） 

（実施時期） 
第１ この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 
（経過措置） 
第２ この要綱による改正前の要綱は、平成２１年度分の固定資産税及び都市計画税につい

ては、なおその効力を有する。 

 
   附 則（平成２３年３月２３日２２主税税第４４２号） 

（実施時期） 
第１ この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 
（経過措置） 
第２ この要綱による改正前の要綱は、平成２２年度分の固定資産税及び都市計画税につい

ては、なおその効力を有する。 
 


